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表紙（A案）

証券コード：4020

第 2 7 期  定 時 株 主 総 会

招集ご通知
　

開催日時 2026年３月27日（金曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所 東京都港区高輪四丁目10番18号
京急第一ビル４階
TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口
カンファレンスルーム４Ｅ

※本年より株主総会の開催場所を変更いたし
ます。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内
図」をご参照のうえ、お間違いのないようご
注意ください。

議　　案 第1号議案　取締役５名選任の件
第2号議案　監査役１名選任の件

　

ビートレンド株式会社
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ごあいさつ

2 0 2 6 年 ３ 月
代 表 取 締 役 社 長

井 上 英 昭

ごあいさつ

　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。第27期（2025年12月期）の
事業報告に際し、一言ご挨拶申しあげます。
　当社は「私たちは、顧客価値を創造するプラットフォームを提供し続けることで、社会に貢献しま
す。」という経営理念のもと、2024年より3カ年の中期経営計画を推進しております。創業25周年とい
う節目を迎えた当期は、次の飛躍に向けた「積極投資の年」と位置づけ、人材採用、開発体制の強化、イ
ンフラ・セキュリティ、マーケティングへの投資を戦略的に実行してまいりました。
　事業面では、スマートCRMプラットフォームを軸にアプリ及びLINEミニアプリの提供価値を磨き込
み、流通・外食を中心に新規導入を積み上げた結果、会員数は3,500万人を突破するなど着実な拡大を実
現いたしました。一方で、将来の高い成長を見据えた投資の先行により営業損失を計上し、また営業体制
の再構築によるリード獲得の遅れなどを踏まえ、中期経営計画の目標数値を足元の現実的な水準へ修正い
たしました。

　LINEミニアプリを活用したサービスは普及フェーズに入り、ノーコードツールによる生産性向上も進展
しております。さらに、ベトナムを起点とした海外展開の準備やGX（脱炭素）領域への挑戦など、新た
な成長の柱づくりも着実に進んでおります。
　第28期（2026年12月期）は中期経営計画の最終年度として、リード獲得の拡大による契約件数の増
加、リード案件発生から売上計上までの期間短縮と受注率向上、クロスセルによる客単価向上、海外展開
の推進などの重点施策を着実に実行し、これまでの投資を「成果」へと転換していけるよう邁進してまい
ります。また、内部管理体制とガバナンスの強化、24時間365日を支える信頼性・品質、セキュリティの
向上にも引き続き取り組み、さらなる企業価値の向上を図ります。

　株主の皆様のご期待にお応えすべく、全社一丸となって成長への歩みを加速させてまいります。
　今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。
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招集ご通知

証券コード　4020
2026年３月11日

株　主　各　位
東京都品川区北品川五丁目５番15号
ビ ー ト レ ン ド 株 式 会 社
代表取締役社長 井 上 英 昭

第27期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第27期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　当社ウェブサイト https://www.betrend.com/ir/meeting
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会」をご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）「ビートレンド」または証券コー
ド「4020」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026
年３月26日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2026年3月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 東京都港区高輪四丁目10番18号　京急第一ビル４階

TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口　カンファレンスルーム４Ｅ

※2025年５月に本社を東京都品川区に移転したことに伴い、本年より株主総会
の開催場所を変更いたします。
株主の皆様の交通利便性、会場の収容能力等を総合的に勘案し、本社所在地に
隣接する品川駅周辺（東京都港区）の会場にて開催いたします。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いの
ないようご注意ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第27期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類

の内容報告の件
決 議 事 項

第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（１）ご返送いただいた議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の

表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（２）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
　書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりま
す。
① 事業報告の「新株予約権等の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用
状況の概要」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告
を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の２つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
ご返送ください。

日　時 行使期限

2026年３月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2026年３月26日（木曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。
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取締役選任議案、監査役選任議案

第１号議案 取締役５名選任の件

候補者番号 氏　名 性別 当社における地位・担当

1 いの

井
うえ

上
 

　
ひで

英
あき

昭 男性 代表取締役社長 再 任
　

2 さわ

澤
だ

田
 

　
みず

瑞
き

樹 男性
取締役
技術、営業統括管掌
情報セキュリティ室室長

再 任
　

3 みや

宮
した

下
 

　
しょう

省
ご

吾 男性
取締役
企画、営業企画・アライアンス管掌
企画本部長

再 任
　

4 なが

永
やま

山
 

　
たか

隆
あき

昭 男性 取締役 再 任
　

5 あめ

雨
みや

宮
 

　
ゆう

雄
いち

一 男性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

再 任
　

再任取締役候補者 社 外
　

社外取締役候補者 独 立
　

証券取引所の定めに基づく独立役員

株主総会参考書類

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお
願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 5 －
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取締役選任議案、監査役選任議案

候補者番号

1 いの

井
 

 
うえ

上
 

　
ひで

英
 

 
あき

昭（1962年１月６日生）

所有する当社の株式数 …………………342,300株
在任年数 ………………………………………26年
取締役会出席状況 ………………………15/15回

　
再 任

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1984年    4 月 日本ディジタルイクイップメント

株式会社（現 日本ヒューレット・
パッカード合同会社）入社

    1994年    7 月 日本オラクル株式会社 入社
    1997年    4 月 同 ビジネスアライアンス事業本部

営業部長
    1998年    4 月 同 ハイテク産業営業部長（兼）サ

プライチェーンマネジメント営業
部長

    1999年    7 月 ネットグラビティ・アジアパシフ
ィック株式会社 日本担当ディレク
ター

    2000年    3 月 当社設立 代表取締役社長（現任）

［重要な兼職の状況］
ー

取締役候補者とした理由
井上英昭氏は、2000年３月の当社設立以来、代表取締役社長として、CRM及びSaaSにおける豊富な経
験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発
展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

　

候補者番号

2 さわ

澤
 

 
だ

田
 

　
みず

瑞
 

 
き

樹（1973年11月22日生）

所有する当社の株式数 ……………………3,200株
在任年数 …………………………………………８年
取締役会出席状況 ………………………15/15回

　
再 任

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    2006年    9 月 当社 入社
    2014年    1 月 同 技術本部長
    2016年    11月 同 執行役員技術本部長
    2017年    9 月 同 取締役 技術管掌（現任）

    2019年    6 月 同 情報セキュリティ室室長（現
任）

    2026年    1 月 同 営業統括管掌（現任）

［重要な兼職の状況］
ー

取締役候補者とした理由
澤田瑞樹氏は、2006年９月の入社以来、当社の技術本部の本部長、技術管掌取締役として、情報技術に
関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社サービスに関わるソフトウエア開発やシステム運営の側
面から企業価値の向上に貢献してまいりました。さらに、2026年１月より営業統括管掌として営業領域
の強化にも取り組んでおり、当社の更なる発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。
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取締役選任議案、監査役選任議案

候補者番号

３ みや

宮
 

 
した

下
 

　
しょう

省
 

 
ご

吾（1982年12月14日生）

所有する当社の株式数 …………………10,000株
在任年数 …………………………………………３年
取締役会出席状況 ………………………15/15回

　
再 任

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    2005年    3 月 株式会社セブンライズ 入社
    2005年    10月 当社 入社
    2010年    1 月 同 営業本部営業部長
    2017年    10月 同 執行役員企画本部長

    2023年    3 月 同 取締役（現任）
同 営業・企画管掌
同 企画本部長（現任）

    2026年    1 月 同 企画、営業企画・アライアンス
管掌（現任）

［重要な兼職の状況］
ー

取締役候補者とした理由
宮下省吾氏は、2005年10月の入社以来、当社の営業本部の部長、企画本部の本部長、営業・企画管掌
取締役として、インターネットに普及している各種サービスに関する経験と見識に基づき、当社サービ
スの製品企画、販促・販売の側面から企業価値の向上に貢献してまいりました。2026年１月より企画、
営業企画・アライアンスを所掌しており、当社の更なる発展のために適切な人材であると判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。

　

候補者番号

４ なが

永
 

 
やま

山
 

　
たか

隆
 

 
あき

昭（1962年７月27日生）

所有する当社の株式数 ……………1,023,000株
在任年数（通算） ……………………………25年
取締役会出席状況 ………………………15/15回　

再 任
　

［略歴、当社における地位及び担当］
    1987年    4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入

社
    1991年    9 月 日本オラクル株式会社 入社
    1995年    5 月 Oracle Corporation（米国）転

籍
    1998年    2 月 同 Asia Products Division Vice 

President

    1999年    12月 株式会社サンブリッジ設立 取締役
投資事業部長

    2000年    4 月 当社 取締役
2007年    3 月 株式会社サンブリッジ 代表取締役

社長
    2010年    3 月 当社 取締役 退任
    2010年    12月 同 取締役（現任）

［重要な兼職の状況］
ー

取締役候補者とした理由
永山隆昭氏は、創業期である2000年４月の取締役就任以来、企業経営及び情報技術に関する豊富な知識
と幅広い見識に基づき指導・助言を行い、当社の経営体制強化の側面から企業価値の向上に貢献してお
り、当社の更なる発展のため適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
現在は当社の任意の指名委員会及び報酬委員会の委員を務めており、今後も委員としての立場から、取
締役候補者の選定や報酬決定プロセスへの適切な関与を期待しております。
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取締役選任議案、監査役選任議案

候補者番号

５ あめ

雨
 

 
みや

宮
 

　
ゆう

雄
 

 
いち

一（1971年７月13日生）

所有する当社の株式数 ……………………1,000株
在任年数 …………………………………………１年
取締役会出席状況 ………………………11/11回

　
再 任
社 外
独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］
    1992年    10月 アーサーアンダーセン会計事務所

（現 有限責任あずさ監査法人）入
所

    1997年    5 月 公認会計士登録
    2002年    8 月 KPMGコンサルティング株式会社

（現 PwCコンサルティング合同会
社）入社

    2006年    8 月 フォーセンス・パートナーズ株式
会社設立 代表取締役パートナー
（現任）

    2007年    8 月 HMVジャパン株式会社（現 株式
会社ローソンエンタテインメン
ト）執行役員

    2008年    1 月 同 代表取締役

    2011年    9 月 株式会社ローソンHMVエンタテイ
メント（現 株式会社ローソンエン
タテインメント）取締役 常務執行
役員

    2013年    3 月 一般社団法人Eコマースコンサルタ
ント協会 専務理事

    2014年    5 月 株式会社公募ガイド社 代表取締役
副社長（現任）

    2015年    3 月 当社 社外監査役
    2021年    3 月 GMOペパボ株式会社 社外取締役

（監査等委員）（現任）
    2021年    7 月 EC成長基盤株式会社 代表取締役

（現任）
    2023年    7 月 丸善リサーチ株式会社 取締役（現

任）
    2025年    3 月 当社 社外取締役（現任）

［重要な兼職の状況］
フォーセンス・パートナーズ株式会社 代表取締役パ
ートナー
株式会社公募ガイド社 代表取締役副社長

GMOペパボ株式会社 社外取締役（監査等委員）
EC成長基盤株式会社 代表取締役
丸善リサーチ株式会社 取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
雨宮雄一氏は、公認会計士の専門知見と企業経営の豊富な経験を有しており、社外取締役就任後はガバ
ナンス強化や企業価値向上に寄与してきました。今後も有益な助言が期待できるため、引き続き社外取
締役候補者といたしました。当社と兼職先との間には特別の利害関係はなく、独立性に問題はございま
せん。
現在は任意の指名委員会及び報酬委員会の委員を務めており、今後も客観的な立場から、取締役候補者
の選定や報酬決定プロセスへの適切な関与を期待しております。
なお、社外取締役としての在任期間は本総会終結時点で１年、社外監査役としての期間を含めた社外役
員としての在任期間は通算11年となります。
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取締役選任議案、監査役選任議案

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しています。当該保険契約の内

容の概要については、事業報告の「３.会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」
に記載のとおりです。なお、各候補者が再任された場合には、当該契約の被保険者となる予定であ
り、任期途中に当該保険契約の更新時期が到来した際には同内容で更新する予定であります。

３. 雨宮雄一氏は、社外取締役候補者であります。
４. 当社は、雨宮雄一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425
条第１項に定める最低責任限度額を限度としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該
契約を継続する予定であります。

５. 当社は、社外取締役である雨宮雄一氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出て
おります。同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

－ 9 －
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取締役選任議案、監査役選任議案

第２号議案 監査役１名選任の件

とき

鴇
 

 
た

田
 

　
ひで

英
 

 
ゆき

之（1972年９月22日生）
所有する当社の株式数 …………………………ー株
在任年数 …………………………………………ー年

　
新 任
社 外
独 立

　

［略歴、当社における地位］
    1998年    10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有

限責任監査法人）入所
    2002年    4 月 公認会計士登録
    2018年    2 月 株式会社鴇田ビジネスパートナー

ズ設立 代表取締役（現任）
    2018年    3 月 鴇田英之公認会計士事務所設立 所

長（現任）
    2018年    4 月 ナスクインターナショナル株式会

社 取締役
    2018年    4 月 株式会社スタイラジー 社外監査役
    2019年    2 月 株式会社アクトコール 社外取締役

（監査等委員）
    2019年    12月 ナスクインターナショナル株式会

社 監査役（現任）

    2020年    4 月 株式会社鎌倉新書 社外取締役（監
査等委員）

    2021年    3 月 イシン株式会社 監査役
    2022年    4 月 株式会社鎌倉新書 取締役CFO
    2023年    6 月 東洋埠頭株式会社 社外取締役（監

査等委員）（現任）
    2023年    6 月 一般財団法人野村芳光財団 評議員

（現任）
    2024年    4 月 一般社団法人公共安全推進協会　

監事（現任）
    2025年    12月 レカム株式会社 社外取締役（監査

等委員）（現任）

［重要な兼職の状況］
株式会社鴇田ビジネスパートナーズ 代表取締役
鴇田英之公認会計士事務所 所長
ナスクインターナショナル株式会社 監査役
東洋埠頭株式会社 社外取締役（監査等委員）

一般財団法人野村芳光財団 評議員
一般社団法人公共安全推進協会 監事
レカム株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外監査役候補者とした理由
鴇田英之氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計分野に関する高度な専門知識を備えておりま
す。さらに、上場企業をはじめとする複数の法人において経営者としての経験を有し、経営全般に関す
る深い理解と優れた判断力を培ってこられました。
これらの専門性と豊富な経営経験は、当社の監査役として求められる職務を的確に遂行するうえで極め
て有用であると判断し、社外監査役候補者といたしました。
なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はなく、独立性に問題はございません。

　

　本総会終結の時をもって監査役松本真輔氏は辞任により退任いたします。つきましては、監査役１
名の選任をお願いするものであります。
　補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時
までとなります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 10 －
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取締役選任議案、監査役選任議案

（注）１. 鴇田英之氏は新任の社外監査役候補者であります。
２. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の

内容の概要については、事業報告の「３.会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概
要」に記載のとおりであります。なお、候補者が選任された場合には、当該契約の被保険者となる予
定であり、任期途中に当該保険契約の更新時期が到来した際には同内容で更新する予定であります。

４. 候補者の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任につい
て、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

５. 候補者の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に
届け出る予定であります。

以上

－ 11 －
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当事業年度の事業の状況

( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当社は、「私たちは、顧客価値を創造するプラットフォームを提供し続けることで、社会に貢
献します。」を経営理念とし、主にCRM（注1）のSaaS（注2）事業を運営しております。
　また、2024年２月に公表（2025年２月一部修正）した中期経営計画において、「変わりゆ
く社会において顧客と共に成長するため、これまで培ってきた経験と実績にさらに磨きをかけ、
より大きなバリューを提供する。」を「Betrend VISION」として定め、積極的な投資を行う成
長フェーズとして2024年12月期から2026年12月期を対象期間とする３年計画を掲げました。

　当事業年度の新規案件では、地方食品スーパーマーケット、衣料や雑貨・アクセサリー等の専
門小売店、外食チェーン、地方ホームセンターなど21社に当該企業の公式アプリやLINEミニア
プリに当社のスマートCRMプラットフォームを新たに採用いただきました。
　当事業年度においては、中長期的な成長に向けての人材・開発関連、インフラ関連及びマーケ
ティング関連の成長投資を継続して計画的に実行していることから、売上原価は615,008千円
(前事業年度比13.1%増)、販売費及び一般管理費は626,224千円(前事業年度比17.7%増)となり
ました。

　これらの結果、当事業年度における業績は、売上高は1,159,416千円（前事業年度比0.3％
増）、営業損失は81,816千円（前事業年度は営業利益80,142千円）、経常損失は80,888千円
（前事業年度は経常利益79,942千円）、当期純損失は101,404千円（前事業年度は当期純利益
60,444千円）となりました。

　また、当社はbetrend事業の単一セグメントでありますが、サービスの種類別に、CRMサー
ビス、カスタマイズサービス、その他サービスに区分しております。
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当事業年度の事業の状況

　スマートCRMサービスの当事業年度末日のARR（注3）は761,119千
円（前事業年度末比0.3％増）となりました。一方、メールマーケティン
グサービスの当事業年度末日のARRが184,744千円（前事業年度末比
12.7％減）となったことで、CRMサービス全体の当事業年度末日のARR
は945,863千円（前事業年度末比2.5％減）となりました。
　当事業年度末日の会員数は、新規顧客による会員獲得や、既存顧客に
よる継続的な会員獲得活動により35,482千名（前事業年度末比5.4％
増）となりました。これに伴う従量料金は売上の一部として構成されて
います。
　当事業年度末日のスマートCRMサービスの契約社数は、小売業、外食
業を中心に21社の大口新規案件を獲得した一方、飲食業を中心に17社の
解約があったため186社（前事業年度末比４社増）となりました。一方
で、メールマーケティングサービスの契約社数は353社（前事業年度末
比56社減）となったことで、CRMサービス全体の契約社数は539社（前
事業年度末比52社減）となりました。
　これらの結果、当事業年度のCRMサービスの売上高は966,439千円
（前事業年度比2.4％増）となりました。

C R M サ ー ビ ス
売上高 966,439千円

(前事業年度比 2.4％増)

カ ス タ マ イ ズ サ ー ビ ス 　導入時の顧客企業の既存システムとの連携開発費や、顧客ニーズに合
わせたシステム構築費、初期費、SMS利用料等で構成されるカスタマイ
ズサービスの当事業年度の売上高は186,420千円（前事業年度比9.6％
減）となりました。売上高 186,420千円

(前事業年度比 9.6％減)

そ の 他 サ ー ビ ス 　DM印刷売上や、決済手数料、新規事業（GX関連）等で構成されるそ
の他サービスの当事業年度の売上高は6,556千円（前事業年度比9.7％
増）となりました。売上高 6,556千円

(前事業年度比 9.7％増)

（注1）CRM：顧客関係管理を意味する用語です。当社が提供するスマートCRMプラットフォーム「betrend」は顧客関係管
理をするためのサービスであるため、CRMサービスと表現しております。

（注2）SaaS：クラウドで提供されるソフトウエアのことを指します。企業側にソフトウエアをインストールするのではな
く、クラウドを通じてオンライン上でソフトウエアを利用することで、顧客は常に最新版のソフトウエアを利用する
ことができます。

（注3）ARR(Annual Recurring Revenue)：年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量料
金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算
出しております。
期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR(Monthly Recurring Revenue)：月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量
料金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売
上高を月額で表した金額です。

－ 13 －
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当事業年度の事業の状況

事 業 区 分

第 26 期
（2024年12月期）

（前事業年度）

第 27 期
（2025年12月期）

（当事業年度）
前事業年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率
C R M サ ー ビ ス 943,671千円 81.7％ 966,439千円 83.3％ 22,767千円 2.4％
カスタマイズサービス 206,126 17.8 186,420 16.1 △ 19,706 △ 9.6
そ の 他 サ ー ビ ス 5,974 0.5 6,556 0.6 581 9.7

合 計 1,155,773 100.0 1,159,416 100.0 3,642 0.3

サービス別売上高

②　設備投資の状況
　当事業年度の設備投資総額は175,673千円であります。
　その主な内容は、本社移転に伴う内装工事、自社利用ソフトウエアの開発であります。

③　資金調達の状況
　当事業年度において、資金調達の柔軟性向上及び成長投資の継続を目的として、新たに取引
銀行３行と当座貸越契約（極度額合計300,000千円）を締結いたしました。これにより、既
存契約分を含めた当座貸越契約は、取引銀行４行で極度額合計450,000千円となっておりま
す。
　なお、当該契約に基づく当事業年度末の借入実行残高はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 24 期
(2022年12月期)

第 25 期
(2023年12月期)

第 26 期
(2024年12月期)

第 27 期
(当事業年度)

(2025年12月期)
売 上 高(千円) 1,088,701 1,091,132 1,155,773 1,159,416
経常利益又は経常損
失(△) (千円) 146,438 98,786 79,942 △ 80,888
当期純利益又は当期
純損失(△) (千円) 100,321 66,913 60,444 △ 101,404
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) 46.20 30.52 28.07 △ 47.02

総 資 産(千円) 941,490 948,968 995,535 909,100

純 資 産(千円) 789,546 836,095 883,764 779,671

１株当たり純資産 (円) 361.65 385.44 409.96 361.27

⑵　財産及び損益の状況

（注）１．当社は2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第24期
の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
(△)」を算定しております。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式総数により、１株当
たり純資産は、期末発行済株式総数により算出しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
　　　該当事項はありません。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
　当社は、2024年から2026年の３年間を対象とした中期経営計画において、「変わりゆく社
会において顧客と共に成長するため、これまで培ってきた経験と実績にさらに磨きをかけ、より
大きなバリューを提供する。」ことをBetrend VISIONと定めております。この基本方針のも
と、2025年２月に一部修正を行った中期経営計画では、2026年度にARR16.1億円を達成目標
としておりましたが、2025年12月期において、営業体制再構築期間に伴う販売パートナーから
のリード（見込み顧客）案件不足という課題が顕在化いたしました。また、2026年12月期にお
いても、リード案件獲得から売上計上までの期間を踏まえると成長の後ろ倒しが避けられないこ
と、さらにGX事業のターゲット市場を超大手企業へと再定義したことにより、当初想定してい
た受注件数を見直したことから、2026年２月に、2026年12月期のARR目標を11.0億円へと修
正いたしました。
　こうした事業環境と足元の状況を踏まえ、将来の収益成長を確実なものとするため、以下の重
点施策に取り組んでまいります。
イ．リード数アップ
　　パートナー協業強化・販促費の増強
ロ．案件期間短縮・受注率アップ
　　ノーコードツールで生産性を大きく改善、アプリ構築チームの増員
ハ．客単価アップ・クロスセル
　　アンケートサービス「betrendサーベイ」
ニ．販売地域拡大
　　海外展開への準備
ホ．新規事業
　　GX領域へのチャレンジ（企業間ESG連携クラウドサービス「wezero」）

①　サービスの販売強化
当社のCRMサービスと連携することでより付加価値が高まるシステム事業者とパートナー

プログラム「betrend connect」を通じてシステム連携・販売連携共に促進してまいりま
す。特に、流通業（特にスーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター等の量販店や
アパレル等の専門店）や飲食・サービス業に多数の取引先を有するPOSベンダーやECカート
ベンダー等の有力代理店との関係強化を図ってまいります。また、ノーコードツールをスマー
トフォンアプリやLINEミニアプリに本格的に対応させることで生産性の改善を図ると共に、
「betrend connect」の２次フェーズとして様々な連携サービスを当社のアプリ内の一つの
機能として提供することで、わかりやすさと利便性の向上に努めてまいります。
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対処すべき課題

②　顧客基盤の拡大
現在当社の顧客は、主として小売店、飲食店、サービス提供店等、実店舗を多店舗展開する

企業が多数を占めております。同業種の国内のマーケット規模は大きく、当社は前項に記載の
とおり、引き続き同業種への販売強化を推進すると同時に、他業種・業態への販売推進も図っ
てまいります。その施策の一つとしてEC（eコマース）に多数の取引先を有する代理店とシス
テム連携・販売連携を行っており、当分野を強化してまいります。また、ノーコードツールの
活用や、「betrend connect」の推進により、ミッド/スモール領域への進出を図ってまいり
ます。

③　海外向けサービスの提供
人口減少や少子高齢化による国内市場全体の減衰や円安の長期化で日本企業の海外進出が活

発化していることや、東南アジア市場の急成長を見据えて、海外対応版の開発・販売・サポー
ト体制の整備を徐々に進め、将来の市場拡大へ向けての準備を行ってまいります。

④　内部管理体制の強化
当社は成長段階にあり、業務運営の更なる効率化やリスクマネジメントのための内部管理体

制の強化が重要な課題であると認識しております。また、経営の公平性や透明性を確保するた
め、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいります。

⑤　システム信頼性の継続的な維持や品質の向上、設備環境の強化
　当社のCRMサービスは、企業経営の肝である顧客情報（顧客台帳）を中核とするアプリケ
ーションをプラットフォーム提供しており、顧客企業とそのお客様が24時間365日、安心し
てサービスを利用していただくために、システム稼働の安定化が重要な課題であると認識して
おります。セキュリティ・開発・保守管理体制の整備は不可欠であり、また、大型案件の増加
によるアクセス数の増加はサーバーに負荷を与えるため、設備の増強や負荷分散、冗長化等の
対策も必要となります。技術の進歩に合わせたシステムやネットワークへの投資は必要不可欠
であり、現在進めておりますデータベースサーバー群のOracleCloudへの移行を含め、当事
業年度以降もサービスの品質向上のため継続的な投資を行ってまいります。

－ 17 －
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対処すべき課題

⑥　事業基盤の強化
　当社は、事業基盤強化と今後の成長に向け、ソフトウエア開発・サービス運用のための効率
的な体制、また顧客企業への販売においても、販売活動及び手厚い顧客サポートを可能とする
効率的な営業・サポート体制の構築が必要であると認識しております。これらの課題に対処す
るため技術・営業の人材採用を進めると同時に、既存社員の教育・育成に注力してまいりま
す。

⑦　技術革新への対応
　当社の事業を取り巻く外部環境は、技術の進展が極めて速く、これらの技術革新に適切に対
応できない場合、あるいは対応に想定以上の費用を要した場合には、当社の経営成績及び財政
状態に影響を及ぼす可能性があります。このようなリスクに対処するため、注視すべき市場動
向やテクノロジーの進化を的確に捉え、開発すべき領域を明確化したうえで、効率的かつ戦略
的な投資を行ってまいります。とりわけ、近年著しい進化を遂げ、今後も加速度的な発展が見
込まれるAI分野については、当社の強みである「顧客情報データベース」を中核とした店舗・
顧客に関する一次情報の収集・保管・管理機能を一層強化してまいります。これにより、情報
の二次加工や分析・予測を得意とするAIとの最適な組み合わせを実現し、より高度で競争力の
あるシステムサービス基盤の構築を目指してまいります。

⑧　競合の激化
　当社の事業領域であるマーケティング分野におけるSaaS事業においては、更なる競合の激
化が予想されます。これに対して当社は、BtoBtoC向けCRM領域における一定の競争力と市
場認知度を生かしながら、技術変化に対応したサービスの提供や、他事業者とのサービス連携
などにより差別化を図ってまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

サービス区分 サ ー ビ ス 内 容

CRMサービス

（イ）スマートCRMサービス
顧客は、主として飲食店、小売店、サービス提供店など実店舗を多店舗展開
する企業となっています。顧客企業は、スマートCRMサービスを活用し、
会員登録するユーザーの個人情報である氏名やメールアドレス、顧客ID、住
所、性別、生年月日、職業などの属性データや、会員各位の来店回数、来店
日付、ポイント数、クーポン利用回数、来店スタンプ数、購買商品、購買金
額などの行動履歴や購買履歴情報など多くの情報を管理しております。
情報送受信の手段には、会員登録フォーム、メール配信、空メール送信、ア
プリ・プッシュ通知、音声自動送受信（IVR）、ショートメッセージ
（SMS）、DM配信指示、LINE連携などがあります。また、消費者の行動
変更に合わせた、モバイルオーダー、テイクアウト・デリバリー等の機能が
あり、これらによって集められた情報をグラフなどでデータ分析できるダッ
シュボード機能、他社の有力な分析ソフトへデータを移行できるツールや、
顧客満足度調査・分析のためのサービス「betrendサーベイ」を提供してお
ります。
（ロ）メールマーケティングサービス
情報送受信においてメール配信機能及びDMの配信指示機能に限定したサー
ビスです。飲食店、小売店だけでなく、金融機関、学校、自治体など、大量
高速のメール配信機能を活用する幅広い顧客層を有しています。
（ハ）コールセンター利用料
スマートCRMのアプリに関する消費者（エンドユーザー）からのお問い合
わせを直接一次受け対応する窓口を用意し、ヘルプデスクや技術部門との連
携を密にし、より迅速かつ正確な対応をご提供しています。

⑸　主要な事業内容（2025年12月31日現在）
　当社は、消費者向けビジネスを展開する企業等に対し、顧客関係管理（CRM）のためのSaaS
型スマートCRMプラットフォーム「betrend」を提供するbetrend事業を行っております。当事
業は、以下のサービスから構成されております。

－ 19 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

サービス区分 サ ー ビ ス 内 容

カスタマイズサービ
ス

（イ）カスタマイズサービス
導入時に顧客企業の既存システムとの連携、顧客ニーズに合わせたシステム
構築などカスタマイズのためのシステム開発が伴うことがあり、それらの開
発費と年間保守料を収受しております。
※年間保守料金については、継続的な収益を得られることから、CRMサー
ビスに計上しています。
（ロ）初期費用
新規契約時や、既存顧客がオプションの導入時の初月のみに発生する費用を
収受しております。
（ハ）SMS配信サービス
会員登録時のユーザー認証等に利用するSMS（ショートメッセージ）配信に
ついては、配信通数での都度課金としております。
※当サービスによる売上は年間契約の月額固定料金ではないため、カスタマ
イズサービスに計上しています。

その他サービス

（イ）印刷・納品サービス
スマートCRM内の会員データ等を活用したDM配信機能により、はがき等
の印刷を印刷会社に発注しております。
（ロ）決済紹介手数料
プリペイド機能付きの会員カードや、決済機能を利用する顧客企業を決済会
社に取り次ぐことにより、紹介手数料を収受しております。

⑹　主要な営業所（2025年12月31日現在）
　　本　　　　社　東京都品川区　（注）2025年５月26日に東京都千代田区から移転しました。
　　福岡オフィス　福岡県福岡市
　　大阪オフィス　大阪府大阪市
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

61名 ３名増 38.9歳 6.7年

⑺　従業員の状況（2025年12月31日現在）

（注）１．従業員数は就業員数を記載しております。
２．当社は事業セグメントが単一であるため、セグメント別の記載は行っておりません。

⑻　主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
　　　該当事項はありません。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
当社は、2025年５月26日に本社を東京都品川区北品川五丁目５番15号に移転しました。
これに伴い、登記上の本店所在地も変更しております。
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株式の状況

２．株式の状況（2025年12月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 6,000,000株
⑵　発行済株式の総数 2,200,400株（自己株式42,274株を含む）
⑶　株主数 2,211名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

永 山 隆 昭 1,023,000株 47.40％

井 上 英 昭 342,300 15.86

株 式 会 社 S B I 証 券 93,746 4.34

須 山 聖 一 30,000 1.39

佐 野 　 力 19,600 0.91

中 村 直 幹 18,700 0.87

海 島 和 也 16,400 0.76

齋 藤 　 勇 15,000 0.70

田 代 寿 一 14,000 0.65

小 田 昌 平 13,000 0.60

⑷　大株主

（注）１．当社は自己株式を42,274株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 井 上 英 昭

取 締 役 澤 田 瑞 樹 技術管掌
情報セキュリティ室室長

取 締 役 宮 下 省 吾 営業・企画管掌
企画本部長

取 締 役 永 山 隆 昭

取 締 役 雨 宮 雄 一

フォーセンス・パートナーズ㈱　代表取締役パートナー
㈱公募ガイド社　代表取締役副社長
ＧＭＯペパボ㈱　社外取締役（監査等委員）
EC成長基盤㈱　代表取締役
丸善リサーチ㈱　取締役

常 勤 監 査 役 真 田 智 子

監 査 役 松 本 真 輔

中村・角田・松本法律事務所　パートナー
綜研化学㈱　社外監査役
小林製薬㈱　社外取締役
ジャパン・ホテル・リート投資法人　監督役員

監 査 役 壽 原 友 樹 壽原総合法律事務所　代表弁護士
㈱otta　社外監査役

３．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１. 取締役雨宮雄一氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役真田智子氏、監査役松本真輔氏及び壽原友樹氏は、社外監査役であります。
３. 取締役雨宮雄一氏及び常勤監査役真田智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有しております。

４. 監査役松本真輔氏及び壽原友樹氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有
しております。

５. 2025年３月28日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって、吉元一氏及び谷内進氏は任期満了
により取締役を退任いたしました。

６. 2025年３月28日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって、雨宮雄一氏は辞任により監査役を
退任し、同日付で取締役に就任いたしました。

７. 当社は、取締役雨宮雄一氏、常勤監査役真田智子氏、監査役松本真輔氏及び壽原友樹氏を、東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と
しております。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員などを被保険者として役員等賠償責任保
険契約を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。
　当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請
求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなりま
す。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、また犯罪行為、不正行為、詐欺行為
または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場
合には補償の対象としないこととしております。

⑷　取締役及び監査役の報酬等
①役員報酬等の決定に関する方針等
　役員報酬等の決定に関する方針等について、報酬の透明性の向上を図るため、以下のとおり
2021年２月15日開催の取締役会において定めております。

イ.基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役及び業務執行取締
役の報酬は固定報酬とし、基本報酬及び業績連動報酬により構成されるものとし、監督機能を
担う非常勤取締役及び社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成される
ものとします。

ロ.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。)
　基本報酬は、固定報酬（年俸）・金銭報酬とし、その額は、役位、職責、在任年数に応じて
他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの
とします。基本報酬は年俸を12分割して毎月支給します。
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ハ.業績連動報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の
決定に関する方針を含む。)
　業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（KPI）を
反映した金銭報酬とし、その額は、各事業年度の業績指標とその値（KPI）に対する成長度合
いに応じて決定するものとします。ただし、代表取締役または業務執行取締役が新任の取締役
である場合には、業績連動報酬に相当する部分につき、前職での報酬水準や期待度に応じて決
定することができるものとします。こうして決定された額を翌年度の固定報酬（年俸）として
基本報酬に加算し、12分割して毎月支給します。業績指標とその値(KPI)は、毎年、取締役会
において、報酬委員会の答申内容を尊重して見直しを行うものとします。

ニ.基本報酬の額及び業績連動報酬の額の個人別の報酬に対する割合の決定に関する方針
　代表取締役及び業務執行取締役の種類別の報酬割合及び業績連動報酬の算出に適用する各種
業績指標（KPI）の報酬割合については、取締役会において、報酬委員会が各取締役の期待さ
れる役割と任務を考慮して行う答申内容を尊重し、決定するものとします。なお、個人別の報
酬全体の額に対する業績連動報酬の額（代表取締役または業務執行取締役が新任の取締役であ
る場合には、業績連動報酬に相当する部分の額）の割合は50％を上限の目安とします。

ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役会決議により委員に選
任された社外取締役を含む取締役により構成される報酬委員会が具体的内容の決定について委
任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各代表取締役及び業
務執行取締役の業績連動報酬の額または業績連動報酬に相当する額とします。報酬委員会にお
いてかかる権限が適切に行使されるようにするために、
（イ）報酬委員会規程により報酬委員会の手続、権限等を明確に定めること
（ロ）本方針により報酬委員会の裁量を適切に限定すること
（ハ）報酬委員会の委員には必ず社外取締役を含めること
（ニ）報酬委員会に監査役の出席を認めること
などの措置を講じております。
　なお、報酬委員には代表取締役井上英昭氏、取締役永山隆昭氏、及び独立社外取締役雨宮雄
一氏が選任されており、社外取締役を含む報酬委員会に決定権限を委任した理由は、当該決定
権限の行使に際し、代表取締役による恣意性が介在する余地が小さく、一定以上の客観性と妥
当性を担保できると判断したためであります。
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区　分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数（名）基本報酬 業績連動報酬

取締役 60,710 58,760 1,950 ７
（うち社外取締役） （3,600） （3,600） （－） （2）

監査役 12,930 12,930 － ４
（うち社外監査役） （12,930） （12,930） （－） （４）

合計 73,640 71,690 1,950 11
（うち社外役員） （16,530） （16,530） （－） （6）

②　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．2025年３月28日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した２
名が含まれております。

２．2025年３月28日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任により退任し、同日付
で取締役に就任した１名については、在任期間に応じて取締役及び監査役の欄にそれぞれ含まれてお
ります。

３．当事業年度の取締役報酬は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において種類別の報酬割合及び業
績連動報酬の算定に用いる業績指標の報酬割合を決定しております。
基本報酬は、前年度の報酬総額を基準として決定しております。
業績連動報酬は、2024年12月期の当期純利益実績（60百万円）と同当初事業計画予算の当期純利
益（７百万円）を業績指標としております。
これらの報酬割合に基づき、取締役会からの委任を受けた報酬委員会が、個人別の基本報酬及び業績
連動報酬の額を決定しております。
当期純利益を業績指標とした理由は、経営活動の最終的な成果を示し、役員の職務遂行の成果を適切
に評価できる指標であると考えたためであります。

４．取締役の報酬限度額は、2000年３月15日開催の臨時株主総会において、年額２億円以内と決議いた
だいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名であります。

５．監査役の報酬限度額は、2000年３月15日開催の臨時株主総会において、年額２千万円以内と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は１名であります。

６．上記の報酬とは別に、公正価値にて払込がなされる有償ストック・オプションを発行しております。

⑸　社外役員に関する事項（2025年12月31日現在）
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役雨宮雄一氏は、フォーセンス・パートナーズ株式会社の代表取締役パートナー及び株
式会社公募ガイド社の代表取締役副社長、GMOペパボ株式会社の社外取締役（監査等委
員）、EC成長基盤株式会社の代表取締役、丸善リサーチ株式会社の取締役であります。当
社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
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出席状況、及び取締役会等での発言、社外取締役が果たすことが
期待される役割として行った職務

雨 宮 雄 一

当事業年度に開催された取締役会15回のうち、社外監査役として４回、社外取
締役として11回に出席いたしました。
出席した取締役会において、公認会計士としての専門的知見と企業経営の豊富な
経験に基づき、社外取締役としての独立した立場から重要事項に対し適切な意見
を述べております。
また、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役候補者の選任や取
締役報酬に関する検討・決定プロセスに独立した立場から関与しております。

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 、 そ の 他 の 活 動 状 況

真 田 智 子

当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会14回の全てに出席いたしま
した。出席した取締役会及び監査役会においては、常勤監査役としての見地及び
公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。
また年間監査役監査計画に従い、監査した内容を監査役会で報告及び共有するこ
とで、有効かつ効率的な監査を実施いたしました。内部監査室とも情報を共有
し、監査の有効性を高めております。

松 本 真 輔
当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会14回の全てに出席いたしま
した。出席した取締役会及び監査役会においては、弁護士としての企業法務分野
における豊富な実務経験と高い専門的見地から適宜発言を行っております。

壽 原 友 樹

当事業年度において、社外監査役就任以降に開催された取締役会11回及び監査
役会10回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において
は、弁護士としての企業法務分野における豊富な実務経験と高い専門的見地から
適宜発言を行っております。

・常勤監査役真田智子氏は、他の法人等との兼職はありません。
・監査役松本真輔氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナーであり、綜研化学株式会社
の社外監査役、小林製薬株式会社の社外取締役、ジャパン・ホテル・リート投資法人の監督
役員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役壽原友樹氏は、壽原総合法律事務所の代表弁護士であり、株式会社ottaの社外監査役
であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
・社外取締役

・社外監査役
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21,300千円

４．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　SCS国際有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

従業員に対する長期貸付金

そ の 他　

642,680

467,438

115,025

3,114

339

42,418

15,035

△ 691

266,419

77,368

61,893

15,475

154,993

133,574

21,418

34,058

28,250

5,600

207　

（負　債　の　部）
流 動 負 債 111,898

買 掛 金 46,205

未 払 金 38,918

未 払 費 用 19,199

前 受 収 益 774

預 り 金 6,800

固 定 負 債 17,531
資 産 除 去 債 務 13,517

繰 延 税 金 負 債 4,013

負 債 合 計 129,429
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
株 主 資 本 779,044

資 本 金 316,442
資 本 剰 余 金 246,442

資 本 準 備 金 246,442

利 益 剰 余 金 250,629
そ の 他 利 益 剰 余 金 250,629

繰 越 利 益 剰 余 金 250,629

自 己 株 式 △ 34,470
新 株 予 約 権 627

純 資 産 合 計 779,671
資 産 合 計 909,100 負 債 ・ 純 資 産 合 計 909,100

貸　借　対　照　表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2025年 １月 １日から
2025年12月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 1,159,416
売 上 原 価 615,008
売 上 総 利 益 544,408
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 626,224
営 業 損 失 （ △ ） △ 81,816
営 業 外 収 益

受 取 利 息 922
そ の 他 5 927

経 常 損 失 （ △ ） △ 80,888
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 133 133
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0
税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △ 80,755

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,017
法 人 税 等 調 整 額 19,631 20,648

当 期 純 損 失 （ △ ） △ 101,404

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －



2026/02/27 17:04:49 / 25280200_ビートレンド株式会社_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 　 辰 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 藤 裕 司

独立監査人の監査報告書
2026年２月27日

ビートレンド株式会社
取締役会　御中

SCS国際有限責任監査法人
東京事務所

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ビートレンド株式会社の2025年１月１日
から2025年12月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 31 －
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第27期事業年度の取締役の職務の執行に

関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における
業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査
の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

監査役会の監査報告

－ 33 －
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監査役会の監査報告

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人SCS国際有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月27日
ビートレンド株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 真 田 智 子 ㊞
社外監査役 松 本 真 輔 ㊞
社外監査役 壽 原 友 樹 ㊞

　

以　上
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地図

交通 JR各線 品川駅　高輪口 徒歩２分
京急本線 品川駅　高輪口 徒歩２分

※会場名にご注意ください
　「TKPガーデンシティ PREMIUM品川」とは別の会場です

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

株主総会会場ご案内図

東京都港区高輪四丁目10番18号
京急第一ビル４階　TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口　カンファレンスルーム４Ｅ

電　話（０３）５４７５－３５６１
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